
 

高齢者外出支援タクシー利用券の交付申請を受け付けています 
 

タクシー利用券の交付の対象者  重要 

次の全てに該当する人が対象者です。 

■市内に住所を有し、在宅で生活する７０歳以上の人 

■「運転免許（※１）を保有していない人」又は「運転免許は保有しているが、自動車を所有 

せず、かつ、使用していない人」 

■次の交付の要件の⑴から⑶までのいずれかに該当する人 

『高齢者外出支援タクシー利用券の該当者チェックフローチャート』（次頁参照）を利用し

て自分が該当するかどうかよく確認をして申請してください。 

（注意） ・障害者（児）施策の福祉タクシー料金助成事業の対象者及び運転免許証自主返納者支援

事業利用乗車券の交付を受けている方は除きます。 

・介護サービス施設等への施設入所者は除きます。 

 

交付の要件   重要 

⑴同居等の親族（※２）がいない７０歳以上の人 

⑵同居等の親族はいるが、親族による外出支援を受けられない７０歳以上の人（同居等の親族 

が次のいずれかに該当する場合） 

■同居等の親族が運転免許を保有していない場合 

■同居等の親族が運転免許は保有しているが、自動車を所有せず、かつ、使用していない場合 

■同居等の親族が日中仕事等をしている場合                            

・仕事の場合・・・同居等の親族が週５日以上仕事をしていること 

         申請時に就労証明書（自営業の人は就労申立書）が必要です。 

                         ※ 様式は、本庁高齢福祉課、西那須野庁舎福祉担当、塩原庁

舎市民課、箒根出張所の窓口にあります。また、市のホームペ

ージからもダウンロードできます。 

・入院の場合・・・同居等の親族が３箇月以上の長期入院見込みであること 

            申請時に診断書（写）が必要です。 

・入所の場合・・・同居等の親族が３箇月以上の長期入所見込みであること 

            申請時に入所契約書（写）が必要です。 

⑶同居等の親族による外出支援を受けることが困難な７０歳以上の人（同居等の親族が次のいず 

れかに該当する場合） 

  ■同居等の親族が障害者（児）施策の福祉タクシー料金助成事業の対象者である場合 

            申請時に身体障害者手帳等（写）が必要です。 

  ■同居等の親族が認知症と診断されている場合 

                 申請時に診断書（写）が必要です。 

（注意） 

   同居等の親族が複数いる人は、全員が⑵又は⑶に該当する場合に対象となります。 

 

※１ 運転免許とは 

普通免許、中型免許、大型免許をいいます。 

※２ 同居等の親族とは 

同居等の親族とは、同一の家屋又は同一の敷地若しくは隣接敷地に居住する配偶者、子、子 

  の配偶者、孫又は孫の配偶者とします。 

 

 



利用券の内容等 

⑴タクシー利用券について 

１枚につき５００円相当額の支払いに代えることのできる券であり、タクシーと５００円以上

のゆータク及び一般路線バスで使用できます。 

⑵交付枚数 （注：交付は年度内 1回のみ） 

 年度交付枚数は、下表のとおり申請月によって変わります。 

申請月 交付枚数 申請月 交付枚数 申請月 交付枚数 

４月 ６０枚 ８月 ４０枚 １２月 ２０枚 

５月 ５５枚 ９月 ３５枚 １月 １５枚 

６月 ５０枚 １０月 ３０枚 ２月 １０枚 

７月 ４５枚 １１月 ２５枚 ３月 ５枚 

⑶ゆータク・ゆーバス・一般路線バス専用券について 

１枚につき２００円相当額の支払いに代えることのできる券であり、ゆータク・ゆーバス・一

般路線バスで使用できます。交付枚数は２５枚（５，０００円分）であり、申請月によって枚

数は変更になりません。 

※ 各種利用券は、世帯単位で交付します。 

※ 紛失、汚損、破損等をしても再交付、追加交付は行いません。 

※ ５００円券、２００円券ともにゆータク・ゆーバスの定期券の購入に使用できます。 

（定期券の購入はタクシー事業者のみ可能） 

高齢者外出支援タクシー等利用券の該当者チェックフローチャート 
 

       該当しません。 
   

                                                                      
        
        

 
福祉タクシー料金助成事業の申請をしてください 
【福祉タクシー料金助成事業の対象者とは】 

      身体障害者手帳１級、２級又は３級。療育手帳Ａ１、 
Ａ２、Ａ。精神保健福祉手帳１級又は２級を所有する人。 
 

 
 

  
 
 

    該当しません。 
 

  
        

 
  

 
      該当 

 
【同居等の親族とは】 

                        同一の家屋又は同一の敷地若しくは隣接敷地に居住 
する配偶者、子、子の配偶者、孫又は孫の配偶者。 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
該当 

 

在宅生活で年齢は７０歳 
以上ですか 

福祉タクシー料金助成事業の
対象者ですか 

運転免許を保有していない 
又は 

運転免許は保有しているが、自動車を    
所有せず、かつ、使用していない 

同居等の親族がいる 

同居等の親族全員が「交付の
要件」の（２）又は（３）に
定める事由に該当する 

は い 

い
い
え 

い い え 

い い え 

は
い 

【確認】 
〇運転免許証自主返納者支援事業 

高齢者外出支援タクシー利用券に該当しない人で、運転免許証

を自主返納している方は、『運転免許証自主返納者支援事業』に該

当する場合がありますので、本庁交通防犯課、西那須野庁舎福祉

担当、塩原庁舎市民課、箒根出張所にご相談ください。 

い い え 

は
い 

は
い 

は
い 

い い え 

該当しません。 



 

利用券の使い方 
 ⑴使用のルール 

・市が交付する「利用券対象者証」を運転手に提示し、利用券を手渡してください。 重要 
・使用するときに券の綴りから切り取ってください。 
・利用券の額面以上の支払に使用することができますので、足りない分は現金でお支 
払いください。 
※ただし、１日乗車券の購入は「利用券 2枚」または「現金 400円」となります。 
 「利用券 1枚」と「現金 200円」での購入はできませんので御注意ください。 

・利用券の交換、売買等は行わないでください。 
⑵使用できる事業者 

  市が事業の協力者として協定を締結した事業者のみです。 
 
申請の方法 
 高齢者外出支援タクシー利用券交付申請書に必要書類を添付して申請をしてください。健康面の
事情等により本人が来庁し申請できない場合は、御家族、知人等による代理申請も可能です。 
 なお、これから７０歳になる人は、誕生日以後に申請してください。 
 
 ≪申請に必要なもの≫ 

 本人が申請する場合 代理人が申請する場合 
●同居等の親族がいない７０歳以上の人 
１ 申請書 
２ 本人確認ができる書類（提示のみ） 

※介護保険被保険者証、医療保険被保 
険者証等 

 
●同居等の親族がいる７０歳以上の人 
 １～２ 同上 
３ 交付の要件に示した就労証明書等 重要 

    ※「運転免許を保有していない場合」、「運転免許

は保有しているが、自動車を所有せず、かつ、

使用していない場合」に該当するときは、添付

書類は不要です。 

●同居等の親族がいない７０歳以上の人 
１ 申請書 
２ 本人確認ができる書類（写し添付） 

※介護保険被保険者証、医療保険被保 
険者証等 

 ３ 代理人の本人確認ができる書類 
（提示のみ） 

   ※運転免許証、医療保険被保険者証等 
 
●同居等の親族がいる７０歳以上の人 
 １～３ 同上 
 ４ 交付の要件に示した就労証明書等 重要 

※「運転免許を保有していない場合」、「運転免許

は保有しているが、自動車を所有せず、かつ、

使用していない場合」に該当するときは、添付

書類は不要です。 

※ 申請書等の様式は、本庁高齢福祉課、西那須野庁舎福祉担当、塩原庁舎福祉担当、箒根出張 

所の窓口にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。 
 
（注意） 

必要な書類が整っていない場合は、受付できませんので、出掛ける前に忘れ物がないかよく確 
認して来庁してください。 重要 

 
 
 
 

▼申請窓口 

○本高齢福祉課 ☎（６２）７１３７ 

○西福 祉 担 当 ☎（３７）６２３１ 

○塩市 民 課 ☎（３２）２９１２ 

  箒根出張所 ☎（３５）２５１１ 

 

 

 

 

 



 

様式第２号(第６条関係)                        申請書として利用できます。 

 

年  月  日  

那須塩原市長 様 

申請者 住所 那須塩原市              

氏名                    

電話     (   )           

代理申請者 住所                    

氏名                    

電話     (   )           

続柄 (    )              

 

高齢者外出支援タクシー等利用券交付申請書 

 

那須塩原市高齢者外出支援タクシー料金助成事業実施要綱第６条の規定により、次のとおりタクシー 

利用券の交付について申請します。 

 

１ 申請者の世帯区分（該当する□内にレ点を付けてください。） 

□同居等の親族がいない７０歳以上の方 「２」を記入 

□同居等の親族がいる７０歳以上の方  「２」、「３」を記入 

 

２ タクシー利用券の使用を希望する７０歳以上の方（該当するものに○を付けてください。） 

ふりがな 

氏 名 
男・女 

生年 

月日 

明・大・昭 

年  月  日 

(  歳) 

障害者福祉

タクシー券 

対象外 

運転免許 

有 ・ 無  

自動車 

有・無 

ふりがな 

氏 名 
男・女 

生年 

月日 

明・大・昭 

年  月  日 

(  歳) 

障害者福祉

タクシー券 

対象外 

運転免許 

有 ・ 無  

自動車 

有・無 

 

３ 「２」以外の同居等の親族の方 

氏  名 続柄 年齢 
運転免許 

の 有 無  

自動車 

の有無 

外出支援を受けられない理由又は

受けることが困難である理由 

   有・無 有・無  

   有・無 有・無  

   有・無 有・無  

   有・無 有・無  

４ 同意事項 

 ⑴ 上記の申請内容に相違ありません。 

⑵ タクシー利用券の交付を受けた場合は、交換し、譲渡し、若しくは売買し、又は偽りその他不正 

の行為により使用しません。 

 ⑶ 不正の行為によりタクシー利用券の交付を受けたとき又は不正に使用したときは、助成額の全部 

又は一部を返還します。 

 

交付番号  

 

受領者氏名  


